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職長教育における教育事項の省略について

標記については、労働安全衛生規則(以下「則Jとしづ。)第40条第3項に

おいて、則第40条第 2項に掲げる表の上欄の事項の全部又は一部について十

分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する

教育を省略するこどができる旨規定されているところである。

当該規定について、一般的には、事業者が職長教育を行おうとする労働者に

対して行われた教育事項及びその時間と、員リ第40条第2項に定める教育事項

及びその時間とを比較した上で、当該労働者が十分な知識及び技能を有してい

るものと認められた事項に関する教育を省略できることとしているものである

が、下記1の研修は、修了することにより職長教育の一部を省略することが可

能となる研修に該当し、当該研修を修了した場合に省略可能となる職長教育の

教育事項については下記2のとおりであるので、了知の上、問い合わせ等に対

して適切に対応されたい。

記

1 職長教育の一部を省略することが可能となる研修

( 1 )平成 11年 6月 11日付け基発第 372号「労働安全衛生マネジメント

システム普及促進事業についてj のJllj添2に基づく労働安全衛生マネジメ

ント研修

(2 )平成 12年 9月 14日付け基発第 577号「労働安全衛生マネジメント

システム普及促進事業について」の別添3に基づくリスクアセスメント担

当者(製造業等)研修

2 省略可能となる職長教育の教育事項

則第 40条第2項に掲げる表の事項欄のうち、「前項第一号に掲げる事項」

棟に係る教育事項


